
要介護認定の方法の見直しに伴う経過的な措置について

○ 要介護認定方法の見直し直後において、必要なサービスの安定的な提供を確保し、

利用者の不安を解消するとともに、混乱を防止する観点から、見直し後の要介護認定方

法の検証期間中において、市町村が要介護認定方法の見直しに伴う経過措置を実施で

きることとする。

○ 申請者の希望に応じ、見直し後の要介護認定の方法により審査・判定された要介護度

が従前の要介護度と異なる場合に、従前の要介護度とする。

○ 経過的措置の実施期間は検証期間中。

１．趣旨

２．経過措置の考え方

※ 留意点

○ 利用者や市町村の負担に配慮。

○ 個人情報保護の観点に留意しながら、見直し後の要介護認定の方法の検証に役立てることができるよう、市町村に

データの提供を依頼。
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要介護認定の方法の流れについて
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